
居宅サービス重要事項説明書別紙２ 

 

認知症対応型通所介護サービス重要事項説明書 

（介護予防含む） 
 

１．【利用者に認知症対応型通所介護サービス提供を担当する事業所について】 

（１）事業所の所在地等 

事業所名称   宅老所 ふらっと 

事業所の所在地 
〒679-3403 

 兵庫県朝来市立脇４番地１  

連絡先 
電話番号  ０７９－６７７－１１１４ 

ＦＡＸ番号 ０７９－６６６－８４１１ 

管理者氏名 施設長   藤 本 千 里 

事業所の指定番号 朝来市指定第 ２８９４９０００２２ 号 

事業開始時期 平成１９年４月１日 

通常の事業実施地域 朝来市の一部（旧朝来町の区域） 

 

（２）サービスの提供日および提供時間帯 

①サービス提供日 
月曜日～金曜日 

（日曜日及び１２月３１日から翌年の１月３日は除く) 

②サービス提供時間 ９時３０分から１６時００分 

 

（３）事業所の施設の概要 

①建物構造 木造平屋建  

②敷地面積 ８４６．２４㎡ 

③建物面積 建築面積２１０．５０㎡  

④機能訓練室面積 ４８㎡ 

⑤浴室の面積  一般浴室４.０㎡  

⑥利用定員 認知症対応型通所介護 ９名 

 

（４）最寄りの交通機関 

①最寄りの交通機関 全但バス 朝来中学校前 

②距離および所要時間 １５０ｍ 徒歩５分 

 

（５）送迎について 

①送迎用車両 ２台 

②送迎の範囲 
朝来市旧朝来町の区域以外でも、利用の希望があれば相談のうえ対応い

たします。 

 

令和６年６月１日改正 



 

（６）事業の目的および運営の方針 

事業の目的 

 要介護状態にある利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持・向

上並びにそのご家族の身体的、精神的負担の軽減を図るため、要介護状態に

ある認知症高齢者に対し、適正な指定認知症対応型通所介護を提供すること

を目的とする。 

事業の方針 

（ａ）利用者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常

生活を営むことができるよう、家庭的な環境と地域住民との交流の下、入

浴、排せつ、食事の介護等日常生活上必要な援助と機能訓練を行う。 

（ｂ）事業の実施に当たっては、地域住民、関係市町、地域の保健・医療・

福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるも

のとする。 

 

２．【当事業所の職員体制について】 

職 種 職務の内容 

管理者（施設長） 事業運営・職員管理を行う 

生活相談員 日常生活上の相談等 

看護職員 健康管理・療養上の世話等 

介護職員 認知症対応型通所介護の提供 

機能訓練指導員 機能訓練の提供 

運転員 通所介護における送迎 

◇法令に基づく指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 

に遵守しています。 

 

３．【サービスの概要について】 

当事業所において食事や入浴、排せつ等の日常生活上の世話や機能訓練を提供します。 

 （１）健康チェック 

   ① 血圧測定等利用者の全身状態の把握を行います。 

 （２）入浴 

   ① 入浴の見守りまたは介助を行います。 

 （３）食事 

   ① 食事の提供及び食事の介助を行います。 

 （４）機能回復訓練 

   ① 機能訓練指導員（看護職員を含む）が、利用者の心身の状況に応じて、日常生活

を送るうえで必要な身体機能の向上・回復、または減退の防止（予防）をするため

の訓練を行います。 

 （５）排せつ介助 

   ① 利用者の身体の状況に応じて、必要な排せつの介助を行います。 

 



 

（６）送迎 

   ① 利用者のご希望により、利用者様宅から当事業所までの送り迎えを行います。 

 ◇ 利用者に対する具体的なサービスの内容、実施日および実施回数は、「サービス計画（ケ

アプラン）」がある場合には、それを踏まえた「認知症対応型通所介護計画」を作成し、

レクリエーションなどを取り入れ計画的にサービスを提供します。 

 

 

４．【利用料について】 

 介護保険からの給付サービスを利用する場合は、利用者のご負担は原則として基本料金（料

金表）および加算分に「介護保険負担割合証」に記載された「利用者負担の割合」を乗じて

得た額となります。（２割負担の方は、下表の自己負担額が２倍に、３割負担の方は、下表の

自己負担額が３倍の料金となります） 

ただし介護予防の給付及び介護保険の給付の範囲を越えたサービス利用は全額利用者のご負

担（自己負担）となります。 

（１）《利用料金表》（１回） 

サービス提供時間 ９時３０分から１６時００分 （６時間～７時間未満） 

 サービス利用料金 
１割負担の負担 

介護保険給付金額 自己負担額 

要支援１ ７,５９１円 ６，８３１円 ７６０円 

要支援２ ８,４９２円 ７，６４１円 ８５１円 

要介護１ ８,８００円 ７，９１２円 ８８８円 

要介護２ ９,７４０円 ８，７５８円 ９８２円 

要介護３ １０,６６０円 ９，５８６円 １,０７４円 

要介護４ １１,６１０円 １０，４４１円 １,１６９円 

要介護５ １２,５６０円 １１，２９３円 １,２６７円 

入浴加算(Ⅰ) ４００円 ３６０円 ４０円 

サービス提供強化加算

（Ⅲ） 
６０円 ５４円 ６円 

介護職員等処遇改善加算

(Ⅱ) 

10 円×所定単位数×
17.4％ 

左記金額の９割相当額 左記金額の１割相当額 

中山間地域等に居住する者

へのサービス提供加算 

10 円×所定単位数×
5％ 

左記金額の９割相当額 左記金額の１割相当額 

 

（２）≪その他の加算（１回）≫ 

介護職員等処遇改善加算 

（１月につき） 

   １月のうちに利用されたサービスの合計単位数に法で定められた加算率を乗じた単位 



数を加算させて算定された加算のことです。 

 サービス利用料金 
1 割負担の場合 

介護保険給付金額 自己負担額 

介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) 
10 円×所定単位数×
17.4％ 

左記金額の９割相当額 左記金額の１割相当額 

 

   中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算（１月につき） 

   厚生労働大臣が定める地域に居住される利用者に対し、通常の事業の実施地域を越え 

   てサービス提供を行った場合に加算されます。 

 
サービス利用料金 

１割負担の場合 

介護保険給付金額 自己負担額 

中山間地域等に居住

する者へのサービス

提供加算 

10 円×所定単位数×

5％ 左記金額の 9 割相当額 左記金額の１割相当額 

※加算等の変更について、法改正等により加算内容に変更が生じた場合は、その都度文章で 

お知らせしますのでご了承願います。 

 

（３）《その他の料金（１回の利用料金）》 

◇その他の料金については、利用者の全額負担となります。 

 食 費（昼食、おやつ代）  ６００円 

 おむつ代  実  費 

趣味・創作活動費 作品材料代等実費（必要に応じ） 

その他の費用 

日常生活品の購入代金等利用者の日常生活に要する費用で 

利用者に負担していただくことが適当であるものにかかる 

費用。 

※注１ 利用者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額を一旦

お支払いいただきます。要介護の認定を受けたあと、自己負担額を除く金額が介護

保険から払い戻されます（償還払い）。また「サービス計画（ケアプラン）」が作成

されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、利用者が保険給付

の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。 

※注２ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、利用者の負

担額を変更します。 


